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第
十
条
の
二
を
第
十
条
の
二
の
二
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
報
告
、
検
査
等
）

第
十
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、建
築
士
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

一
級
建
築
士
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
士
事
務
所
そ
の
他
業
務
に

関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
図
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
士
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
級
建

築
士
若
し
く
は
木
造
建
築
士
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
士
事
務
所

そ
の
他
業
務
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
図
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
十
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
条
の
十
三
第
三
項
を
削
る
。

第
十
条
の
十
九
第
一
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
」に
、「
第
十
条
の
二
の
」

を
「
第
十
条
の
二
の
二
の
」
に
、「
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
、「
第
十
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
六
項
」

に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
同

条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
二
十
二
中
「
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
十
四
第
二
項
中
「
第
十
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
九
十
二
号

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章

業
務
（
第
十
八
条
e

第
二
十
二
条
の
三
）」を
「
第
四
章

業
務
（
第
十
八
条
e

第
二
十
二
条
の

第
四
章
の
二

設
計
受
託
契
約
等
（
第
二
十
二

三
）
条
の
三
の
二
e

第
二
十
二
条
の
三
の
四
）」に
改
め
る
。

第
二
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

こ
の
法
律
で
「
建
築
設
備
士
」
と
は
、
建
築
設
備
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
資

格
を
有
す
る
者
を
い
う
。

第
五
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
一
級
建
築
士
免
許
証
、
二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
木
造
建
築

士
免
許
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
一
級
建
築
士
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
二
級

建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
に
あ
つ
て
は
免
許
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
一
級
建
築
士
免
許
証
、
二
級
建
築

士
免
許
証
又
は
木
造
建
築
士
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
二
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築

士
証
の
交
付
を
受
け
た
一
級
建
築
士
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
」
又
は
「
設
備
設
計
一
級
建
築
士
」

と
い
う
。）」
を
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
」
に
、「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
受
け
た
一
級
建
築
士
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
構

造
設
計
一
級
建
築
士
」
又
は
「
設
備
設
計
一
級
建
築
士
」
と
い
う
。）は
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計

一
級
建
築
士
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
構
造
設
計
一
級
建
築

士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 ›
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第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

建
築
士
は
、
延
べ
面
積
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
建
築
設
備
に
係
る
設
計
又
は
工
事
監
理
を
行

う
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
設
備
士
の
意
見
を
聴
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
設
備
設
計
一
級
建

築
士
が
設
計
を
行
う
場
合
に
は
、
設
計
に
関
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
建
築
士
免
許
証
等
の
提
示
）

第
十
九
条
の
二

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
等
の
委

託
者
（
委
託
し
よ
う
と
す
る
者
を
含
む
。）か
ら
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
一
級
建
築
士
免
許
証
、
二
級
建
築
士
免
許

証
若
し
く
は
木
造
建
築
士
免
許
証
又
は
一
級
建
築
士
免
許
証
明
書
、
二
級
建
築
士
免
許
証
明
書
若
し
く
は
木
造
建
築

士
免
許
証
明
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
第
五
項
中
「
建
築
設
備
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
」

を
「
建
築
設
備
士
」
に
改
め
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章
の
二

設
計
受
託
契
約
等

（
設
計
受
託
契
約
等
の
原
則
）

第
二
十
二
条
の
三
の
二

設
計
又
は
工
事
監
理
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
設
計

受
託
契
約
」
又
は
「
工
事
監
理
受
託
契
約
」
と
い
う
。）の
当
事
者
は
、
各
々
の
対
等
な
立
場
に
お
け
る
合
意
に
基
づ

い
て
公
正
な
契
約
を
締
結
し
、
信
義
に
従
つ
て
誠
実
に
こ
れ
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
に
係
る
契
約
の
内
容
）

第
二
十
二
条
の
三
の
三

延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
新
築
に
係
る
設
計
受
託
契
約
又
は
工

事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
は
、
前
条
の
趣
旨
に
従
つ
て
、
契
約
の
締
結
に
際
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
記

載
し
、
署
名
又
は
記
名
押
印
を
し
て
相
互
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

設
計
受
託
契
約
に
あ
つ
て
は
、
作
成
す
る
設
計
図
書
の
種
類

二

工
事
監
理
受
託
契
約
に
あ
つ
て
は
、
工
事
と
設
計
図
書
と
の
照
合
の
方
法
及
び
工
事
監
理
の
実
施
の
状
況
に
関

す
る
報
告
の
方
法

三

当
該
設
計
又
は
工
事
監
理
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
建
築
士
の
氏
名
及
び
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築

士
又
は
木
造
建
築
士
の
別
並
び
に
そ
の
者
が
構
造
設
計
一
級
建
築
士
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

四

報
酬
の
額
及
び
支
払
の
時
期

五

契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

２

延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
の
新
築
に
係
る
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の

当
事
者
は
、
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
内
容
で
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
を
変

更
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
書
面
に
記
載
し
、
署
名
又
は
記
名
押
印
を
し
て
相
互
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

建
築
物
を
増
築
し
、
改
築
し
、
又
は
建
築
物
の
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
を
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模
様
替
に
係
る
部
分
の
新
築
と
み
な
し
て
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
建
築
士
」
と
あ
る
の
は
「
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
」

と
、「
建
築
主
」
と
あ
る
の
は
「
契
約
の
相
手
方
」
と
、「
当
該
結
果
」
と
あ
る
の
は「
当
該
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
」

と
、「
報
告
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
す
る
」
と
、「
文
書
で
の
報
告
を
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
書
面
を
交
付
し
た
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
の
当
事
者
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
相
互
に
交
付
し
た
場
合

（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
書
面
を
交
付
し
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。）に
は
、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
適
正
な
委
託
代
金
）

第
二
十
二
条
の
三
の
四

設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
十
五
条
に
規

定
す
る
報
酬
の
基
準
に
準
拠
し
た
委
託
代
金
で
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
の
二
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
の
氏
名
及
び
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
六
号
中
「
第
四
号
」
を
「
第
五
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に

規
定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
つ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
第
八
号

に
お
い
て
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。）

第
二
十
三
条
の
五
第
一
項
中
「
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
号
、
第
四
号
又
は
第
六
号
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

２

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
第
二
十
三
条
の
二
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三

月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
第
三
項
中
「
技
術
的
事
項
を
総
括
し
、
そ
の
者
と
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て

は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
に
対
し
、
技
術
的
観
点
か
ら
そ
の
業
務
が
円
滑
か
つ
適
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
必
要
な
意

見
を
述
べ
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
技
術
的
事
項
を
総
括
す
る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

受
託
可
能
な
業
務
の
量
及
び
難
易
並
び
に
業
務
の
内
容
に
応
じ
て
必
要
と
な
る
期
間
の
設
定

二

受
託
し
よ
う
と
す
る
業
務
を
担
当
さ
せ
る
建
築
士
そ
の
他
の
技
術
者
の
選
定
及
び
配
置

三

他
の
建
築
士
事
務
所
と
の
提
携
及
び
提
携
先
に
行
わ
せ
る
業
務
の
範
囲
の
案
の
作
成

四

建
築
士
事
務
所
に
属
す
る
建
築
士
そ
の
他
の
技
術
者
の
監
督
及
び
そ
の
業
務
遂
行
の
適
正
の
確
保

第
二
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

管
理
建
築
士
は
、
そ
の
者
と
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
と
が
異
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設

者
に
対
し
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
技
術
的
事
項
に
関
し
、
そ
の
建
築
士
事
務
所
の
業
務
が
円
滑
か
つ
適
切
に
行
わ
れ

る
よ
う
必
要
な
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

５

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
建
築
士
の
意
見
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
共
同
住
宅
そ
の
他
の
多
数
の
者
が
利
用
す
る
建
築
物
で
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
つ

て
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
」
を
「
延
べ
面
積
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
七
第
一
項
中
「
設
計
又
は
工
事
監
理
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ

「
設
計
受
託
契
約
」
又
は
「
工
事
監
理
受
託
契
約
」
と
い
う
。）」
を
「
設
計
受
託
契
約
又
は
工
事
監
理
受
託
契
約
」
に

改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
八
第
一
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
険
契
約
の
締
結
等
）

第
二
十
四
条
の
九

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
は
、
設
計
等
の
業
務
に
関
し
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
た
め
に
必
要
な

金
額
を
担
保
す
る
た
め
の
保
険
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
中
「
定
め
、
こ
れ
を
勧
告
す
る
」
を
「
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
五
号
」
の
下
に
「
、
第
六
号
」
を
加
え
、「
第
六
号
（
法
人
」
を
「
第
七
号
（
法

人
」
に
、「
又
は
第
七
号
」
を
「
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
三
号
を
削
り
、同
項
第
二
号
中「
第

二
十
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
を
同
項
第
二

号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
第
二
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
二
十
四
条
の
二
か
ら
第

二
十
四
条
の
八
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
た
と
き
。

 œ
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第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
の
下
に
「
、
第
十
条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
」
を

加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
」に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、「
及
び
第
二
十
三
条

の
九
の
」
を
「
並
び
に
第
二
十
三
条
の
九
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
五
号
中
「
第
四
十
一
条
第
五
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
十
五
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

第
六
号
中
「
第
二
十
三
条
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
五

号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

と
し
て
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一

第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

二

第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
者

三

第
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者

第
四
十
四
条
第
一
号
中
「
第
五
条
第
三
項
」
を
「
第
五
条
第
四
項
」
に
、「
第
十
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
十
条
の
二

の
二
第
五
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
第
十
条
の
二
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
士
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。）第
二
十
二
条
の
三
の
三
の
規
定
は
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
締
結
さ
れ
た
契
約
の
当
事
者
に
つ
い
て
は
、適
用
し
な
い
。

第
三
条

建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
（
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
士
法
第
二
十
三

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
た
者
に
限
る
。
第
三
項
に
お
い
て
「
既
登
録
者
」
と
い
う
。）は
、

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
新
法
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
更
新
の
登
録
の
申
請
を
す
る
場
合
を
除

き
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

新
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に

準
用
す
る
。

３

新
法
第
二
十
三
条
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
既
登
録
者
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
更
新
の
登
録
の
申
請

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
時
か
ら
適
用
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

５

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
同
項
の

刑
を
科
す
る
。

第
四
条

新
法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
前
に
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
委
託
を
受
け
た
設
計

又
は
工
事
監
理
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
が
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は

虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
建
築
士
事
務
所
の
開
設
者
に
対
し
、
戒
告
し
、
若
し
く
は
一
年
以
内
の
期
間
を

定
め
て
当
該
建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
を
命
じ
、
又
は
当
該
建
築
士
事
務
所
の
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、行
政
手
続
法（
平

成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、

聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

新
法
第
十
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
都
道
府
県
知
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
士
事
務
所

の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
建
築
士
事
務
所
の
閉
鎖
を
命
ず
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
五
項
の
規
定
は
都
道
府
県

知
事
が
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
六
条

こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
て
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過

措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
号
中
「
第
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
二
条
第
七
項
」

を
「
第
二
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
十
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
」
に

改
め
る
。

第
五
条
の
六
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
二
条
第
六
項
」
を
「
第
二
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
五
十
四
号
^

中
「
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改

め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
九
の
項
中
「
第
十
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
条
第
八
項
」
に
、「
第
二
条
第
五
項
」
を
「
第
二
条
第
六
項
」

に
改
め
る
。

（
景
観
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

景
観
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
七
項
」
を
「
第
二
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
調
整
規
定
）

第
十
二
条

施
行
日
が
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
施
行
の
日
前

で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
七
条
中
「
第
五
条
の
六
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
五
条
の
四
第
二
項
」
と
す
る
。

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

谷
垣

禎
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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